
施設の方向性

機能の方向性

建替え ☑ 既存庁舎修繕

継続 ☑ 検討課題の調査・研究

譲渡

廃止

譲渡 □ 譲渡に向けた課題の整理

廃止 □ 関係部署等との協議

売却

－

売却 □ 課題整理

－ ☑ 現賃借者との契約解除

除却 ☑ 指定管理者とサウンディングに係る協議

統合 □ サウンディング型市場調査

複合化（除却） ☑ PPP/PFI導入可能性調査最終報告

継続 □
負担付きの寄付の条件検討
（時期・場所・規模・金額）

転用 ☑ 土地境界確定調査・不動産鑑定の実施

－ ☑ 越境状態解消のための花壇撤去工事

令和７年度　個別施設計画進捗状況一覧

■　令和７年度目標に対する進捗率の基準

Ａ評価（取組項目完了）：取組内容（全体目標）が完了

Ｂ評価（令和７年度取組目標完了）：令和７年度取組目標を達成

Ｃ評価（令和７年度取組目標未達成）：関係課や関係者との調整は概ね済んでいるが、令和７年度目標完了には至らなかった状態

Ⅾ評価（令和７年度取組目標未達成）：取組の方向性は決定しているが、関係課や関係者との調整ができていない状態

Ｅ評価（令和７年度取組目標未達成）：取組の方向性が定まっていない状態

※施設・機能の方向性については、現在公表している個別施設計画策に準ずる。

担当部 担当課 施設名 事業全体目標 令和７年度取組目標 令和７年度実施事項 事業進捗率

総務部 管財課

市役所本庁舎

社会情勢の変化に伴う働き方の変化やDX、他の
公共施設の活用といったファシリティマネジメ
ントの視点を考慮しながら、まちづくりの中枢
として機能するよう整備していく。

既存庁舎の維持に必要な修繕を適切に行いなが
ら、本庁舎再整備に関する課題整理を行う。

Ｂ

亀山会館
地元団体が今後も使用するということであれ
ば、地元団体に譲渡する。

譲渡に向けた課題の整理を行う。 □ 譲渡に向けた課題の整理 Ｅ

片倉ダム記念館

地元団体へ貸し出ており、有効活用が図られて
いる。将来的には地元団体への譲渡などを検討
する必要があるが、当面は現状維持に努めてい
く。

関係部署と引き続き協議を行う。現状を踏まえ
た処分の方向性を検討する。

Ｅ

旧蔵玉小学校
現契約を解除し課題整理をした後、売却に向け
検討を行う。

現賃借者との契約を解除し、課題を整理する。 Ｃ

旧あけぼの保育園

現在、民間事業者へ貸付を行っており、内外装
の改修を行うとともに維持管理も賃借者が行っ
ている。民間事業者と協議し、売却に向け検討
を行う。

貸付先である民間事業者と協議し、売却に向け
た課題整理を実施していく。

□ 課題整理 Ｅ

国保年金課

国保小櫃診療所
公民館等再整備基本計画策定に関わり、診療所
として最適な施設の方向性を決定し、新しい施
設で機能を継続させる。

「負担付きの寄付」について、条件を聞き取っ
たうえで、従来方式と比較して、有利な整備方
式を決定する。

Ⅾ

旧国保清和診療所 施設の新たな活用方法を検討する。
空き施設となった同施設の土地境界確定調査及
び不動産鑑定を行い、土地建物の処分に向けた
事務を推進する。

神門コミュニティセンター
令和１２年度までに施設の売却・譲渡・除却、
いずれかを行う。

サウンディングに係る要領等について指定管理
者から同意を得るとともに、サウンディング型
市場調査を実施する。

Ⅾ

Ｂ

市民生活部

市民生活課



施設の方向性

機能の方向性
担当部 担当課 施設名 事業全体目標 令和７年度取組目標 令和７年度実施事項 事業進捗率

☑ 財産処分委員会の開催

除却 ☑ 売却に係る公募・入札

集約化 ☑ 売却に係る手続き

□ 売買契約の締結

転用

廃止

☑ 解体設計工事委託

除却 ☑ 進入路埋設管の現状確認

集約化 ☑ 返却方法の詳細協議

☑ 解体工事予算措置

☑ 選定委員会の開催

☑ 財産処分委員会の開催

☑ 利用者・保護者説明会

改修 ☑ 公募の実施及び結果発表

☑ 庁内・議会報告

継続 ☑ 覚書の締結

☑ 福祉作業所設置管理条例の廃止

☑ 土地建物売買契約の締結

☑ 民営化事業者への引継ぎ・準備

施設の利活用の可能性について、検討や調査を
進める。
漏水について、最小限の改修で施設を利用でき
るよう調査を進める。

転用又は除却に向けて、サウンディング型市場
調査の実施を含めた検討を進めていく。

□ サウンディング型市場調査の実施を含めた検討 Ⅾ

福祉部

厚生課 旧地域福祉推進センターゆうゆう館
境界確定測量等を実施し、土地・建物を売却す
る。

土地・建物を売却する。 Ｃ

高齢者支援課 旧老人憩いの家すえよし

障がい福祉課

旧福祉作業所ふたば園
施設を安全に解体し、地権者へ用地を返還す
る。

・ふたば園の解体設計を行う。
・土地の具体的返却方法について協議を行う。

Ｂ

福祉作業所ミツバ園
施設の民営化に向けて公募等の手続きを進め
る。

民営化事業者の公募・選定を行う。 Ａ



施設の方向性

機能の方向性
担当部 担当課 施設名 事業全体目標 令和７年度取組目標 令和７年度実施事項 事業進捗率

除却 ☑ 財産処分委員会の開催

☑ 売却に係る手続き

集約化 ☑ 売買契約の締結

除却 ☑ 財産処分委員会の開催

☑ 売却に係る手続き

集約化 □ 売買契約の締結

除却 ☑ 物件調査

集約化 ☑ 不動産鑑定

除却

民営化

☑ 売却条件の再検討

除却 ☑ 財産処分委員会の開催

民営化 ☑ 売却に係る手続き

□ 売買契約の締結

除却 ☑ 保育園民営化事業者へアンケート調査

☑ 整備手法に関する庁内合意形成

集約化 ☑ 整備計画に関する合意形成

複合化（除却） ☑ 売却に係る手続き

継続 □ 売買契約の締結

複合化（売却） ☑ 財産処分委員会の開催

☑ 売却に係る手続き

継続 ☑ 売買契約の締結

改修

継続

改修 ☑ 関係部署による改修方法の検討

継続 □ 利用団体との調整

改修

継続

改修 ☑ 施設の改修内容の検討

継続 ☑ 幼児用プール排水バルブの更新

改修 ☑ 改修内容の見直し

継続 ☑ 関係部署との調整

複合化（除却）

継続

改修 ☑ 改修方法の検討

継続 □ 施設に適した代替品等の検討

転用

廃止

健康こども部

保育課

旧久保保育園 跡施設の利活用・処分を行う。 跡施設を売却する。 Ａ

旧上湯江保育園 跡施設の利活用・処分を行う。 跡施設を売却する。 Ｃ

旧常代保育園 跡施設の利活用・処分を行う。
跡施設の利活用に向け、物件調査、不動産鑑定
を実施する。

Ｂ

旧南子安保育園 跡施設の利活用・処分を行う。 跡施設を売却する。 Ｃ

旧内箕輪保育園 跡施設の利活用・処分を行う。
跡施設の利活用に向け、用地内に残っている課
題の整理及び解決に取り組む。

□ 用地内の課題の整理・解決 Ⅾ

中保育園
小糸保育園

築４０年以上経過し老朽化が著しく、耐震性を
有していないことから、中・小糸保育園を統
合・建替えする。

保育事業者単独での整備が行えるか、民間事業
者へ調査を行い、再整備方針を決定する。

Ｂ

旧清和保育園 跡施設の利活用・処分を行う。 跡施設を売却する。 Ｃ

旧君津市子育て支援センター 跡施設の利活用・処分を行う。 跡施設を売却する。 Ａ

小櫃保育園
君津市児童施設個別施設計画に基づき、施設の
大規模改修を実施する。

大規模改修に向けた調整を行う。 □ 関係部署等との調整 Ⅾ

健康スポーツ課

保健福祉センターふれあい館

保健福祉センターは、多様な世代が福祉サービ
スや健康相談、健康増進事業を利用しており、
引き続き市民に身近な福祉サービスと健康の保
持及び増進の役割を担う施設として必要がある
ことから改修を行う。

関係部署と改修方法等の検討を行う。 Ｃ

久留里スポーツ広場
久留里スポーツ広場は、今後も施設を活用する
必要があることから改修を行う。

安全に利用できるよう施設の小破修繕を行うた
めの予算を計上する。

☑ 施設の改修内容の検討 Ｂ

久留里市民プール
久留里市民プールは、今後も施設を活用する必
要があることから改修を行う。

安全に利用できるよう施設の修繕を行うととも
に改修内容を検討する。

Ｂ

Ｂ

小糸スポーツ広場
小糸スポーツ広場は、今後も施設を活用する必
要があることから改修を行う。

ＢＳＯカウントボードの点灯不良の改修工事に
向け、予算要求を行う。

Ｃ

小櫃スポーツ広場
小櫃スポーツ広場は、今後も施設を活用する必
要があることから改修を行う。

バックネットの改修工事に向け、改修内容を見
直し、基本設計と予算要求を行う。

Ｂ

旧清和スポーツ広場

清和地域拠点複合施設整備による清和公民館の
移転に伴う清和スポーツ広場のあり方の見直し
により、現在のスポーツ施設としての位置づけ
から、市民が気軽にスポーツ活動ができ、か
つ、スポーツ以外の目的にも使用することがで
きる多目的広場として整備することから、清和
スポーツ広場を廃止し、倉庫及び便所は除却す
る。

倉庫及び便所の解体、撤去を行う。 ☑ 解体・撤去工事

人見仮運動場

仮運動場であるため、用途が決定するまでの
間、小改修を行い利用者ニーズにより利用を継
続する。令和10年度までに施設の用途を異なる
用途に変更し、仮運動場としての機能を廃止
し、倉庫を除却する。

施設の転用に向け、施設管理者である教育委員
会と調整を行う。

□ 施設の転用に向けた調整 Ｃ



施設の方向性

機能の方向性
担当部 担当課 施設名 事業全体目標 令和７年度取組目標 令和７年度実施事項 事業進捗率

改修 ☑ 連絡協議の実施

継続 ☑ 利用促進策の方向性を検討

改修（建替え） ☑ 点検による修繕箇所の確認

継続 ☑ 改修についての調査・検討

改修 ☑ 点検による修繕箇所の確認

継続 ☑ トイレの筐体部分に係る修繕

除却

廃止

売却 ☑ 設置管理条例の廃止

☑ 施設の廃止

継続 ☑ 建物登記

売却 ☑ 土地登記

☑ 処分方法の検討

民営化 □ 処分方法の決定

☑ 施設の在り方の検討

改修（機能維持） ☑ 小櫃・上総地区自治会等への説明

継続 ☑ 設置管理条例の廃止

☑ 施設の廃止

改修 ☑ リサイクルプラザ資源化設備部位修繕

継続 ☑ リサイクルプラザ精密機能検査

☑ 屋外散水栓交換

改修 ☑ 浄化槽制御盤塗装作業

継続 ☑ トップライト修繕

☑ 駐車場ライン補修

☑ 県道拡幅部に係る物件の整理

売却 ☑ 表題登記及び不動産鑑定の実施

廃止 ☑ 売却費（賃借料）の算出

□ 公募の実施

☑
第２回選定委員会の開催
（公募資料の決定）

改修 ☑
第２回選定委員会の開催
（公募資料等の決定）

継続 ☑
民間事業者の選定
（審査から公表まで）

□
実施協定
（締結に向けての協議を含む）

☑ 森林体験交流センターに修理説明と協議

改修（建替え） ☑ 設計書の作成

☑ 契約締結

継続 ☑ フェンス修理着工から完了

☑ 浄化槽ポンプ緊急修繕

除却 ☑ 施設設備の点検・確認

☑ 転居交渉

集約化 □ 入居者との調整

☑ 施設設備の点検・確認

除却 ☑ 施設設備の修繕

集約化（民営化） ☑ 転居に向けた意向確認

□ 入居者との調整

経済環境部

経済振興課

勤労者総合福祉センター及び君津緩
衝緑地（西君津）

勤労者総合福祉センターは市民の健康づくりの
ための施設として重要な役割を担っており、隣
接するスポーツプラザ（温水プール）とともに
長期にわたって機能を継続していくことが適当
である。今後、施設の方向性を決定したうえ
で、改修等を行いたい。

施設の利用促進策・利活用方針を連絡調整会議
内で協議していくことで、施設の方向性を検討
していく。

Ｂ

きみつふるさと物産館

きみつふるさと物産館は、農業の振興及び都市
と農村の交流を図る施設として重要な役割を
担っており、農産物需要拡大等を進めるため長
期的に機能を継続していくことが適当である。

・日常点検や法定検査により、修繕箇所の早期
発見に努める。
・改修に向けた調整

Ｂ

郡ダム観光トイレ
観光客等に快適に利用されるよう、適宜、修繕
を行う。

個別施設計画上、令和７年度に中規模改修を行
うこととなっていたが、大きな不具合が認めら
れないため、先送りとしている。令和７年度も
引き続き不具合や改修の必要性を確認する。

Ｂ

環境衛生課

上総聖苑
老朽化した主要設備の状況等を総合的に勘案し
ながら、施設の在り方を検討する。

令和７年度末の廃止を目指し、地元住民の理解
が得られるよう、引き続き説明に努めるととも
に、必要な事務手続を行う。

Ｂ

農政課

自然休養村管理センター
自然休養村管理センターについては、施設の老
朽化等により廃止する。直売機能については、
今年度中に旧三島小学校に移転する。

廃止条例、施設廃止、建物登記完了 Ｂ

旧香木原小学校 施設の処分を行う。 処分方法の決定

豊英ダム公衆便所 除却を行う。 除却に向けた調整 ☑ 除却に向けた調整 Ｂ

Ｃ

清掃工場
旧焼却施設の外壁補修、リサイクルプラザの建
屋外壁等改修、資源化設備部位修繕及び中規模
改修を行う。

環境保全課 花木センター 県道拡幅部分の売却及び残地の売却等を行う。
・県道拡幅部分の土地に係る物件の移転を行
う。
・公募を実施する。

Ｃ

リサイクルプラザ資源化設備部位修繕及び精密
機能検査を実施する。

Ｂ

聖地公園
施設の劣化状況を随時確認し、適宜必要箇所の
修繕を行いながら、施設の長寿命化を図る。

必要箇所の修繕を行い、施設の長寿命化を図
る。

Ｂ

建設部

公園緑地課 内みのわ運動公園
機能を他の施設への複合・集約することができ
ないため、改修（リニューアル）を行う。

民間事業者（設置等予定者）を決定し、実施協
定を締結する。

Ⅾ

建築課

市営住宅千鳥団地
老朽化が著しいため、必要な点検及び修繕を実
施しつつ、他団地への集約を行う。

集約に向け転居交渉を行う。 Ｃ

市営住宅小市部団地
市営住宅新町団地
市営住宅あけぼの団地
市営住宅平山団地

老朽化が著しいため、必要な点検及び修繕を実
施し、他団地への集約を行う。

必要な点検及び修繕を実施しつつ、転居に向け
た意向確認を行う。

Ｃ

農林土木課 木のふるさと文化センター
地域の林業活性化と観光施設としての機能を併
せ持っており、今後もその目的のために必要と
考えられるため、建物の改修を行う。

進入道路のフェンスが一部壊れており、危険な
ため修理することで来訪者の安全を確保する。

Ｂ



施設の方向性

機能の方向性
担当部 担当課 施設名 事業全体目標 令和７年度取組目標 令和７年度実施事項 事業進捗率

改修 ☑ 改修工事

継続 ☑ 施工監理

改修 ☑ 施設の修繕内容の検討及び実施

継続 □ 関係課協議及び調整

改修 ☑ プレハブ教室棟の安全対策の実施

継続 ☑ プレハブ棟に係る関係課協議及び調整

改修 ☑ 施設の修繕内容の検討及び実施

継続 □ 関係課協議及び調整

改修 ☑ 施設の修繕内容の検討及び実施

継続 ☑
長寿命化改修工事の基本・実施設計に係る関係課協議及
び調整

☑ 施設安全点検

複合化（譲渡） ☑ 施設修繕箇所確認

継続 ☑ 移設先の検討及び協議

☑ 移設先の決定

建替え ☑ 整備手法及び整備内容の調査・検討等

継続 □ 整備手法及び整備内容の決定

除却 ☑ 解体工事の実施

継続 ☑ 地権者との協議

☑ 関係者会議準備会の開催

譲渡 ☑ 下町集会所運営委員会（５月）への報告

☑ 関係者会議の開催（譲渡方法の検討・協議）

継続 ☑ 下町集会所運営委員会（２月）への報告

□ 具体的な方針の決定

改修 ☑ 関係者説明・協議

☑ 小破修繕及び緊急修繕

継続
□ 長寿命化改修計画作成準備

複合化（譲渡） ☑ 個別施設計画の改訂に向けた方針を検討

継続 ☑ 休館日の見直し

改修

継続

□ 屋根、外壁劣化調査及び改修基本設計業務の検討

改修 □ 自動火災報知設備改修について検討

継続 □ 受変電設備改修について検討

□ 受水槽等の漏水調査及び設備改修について検討

教育部

教育総務課

坂田小学校
大和田・坂田の２小学校の統合後の使用校舎と
するために、必要な教室数の確保や教育環境整
備のための機能改善等の工事を行う。

２学期からの使用開始に向けて、予定に遅れが
出ないように進めていく。

Ａ

南子安小学校
南子安小学校のプレハブ教室棟については、児
童等の安全確保のため、解体が必要である。

プレハブ教室棟の安全対策を実施しつつ、令和
８年度の解体に向けた協議を関係課等と進めて
いく。

Ｂ

君津中学校
学校施設については、今後も継続して運営する
必要があるため、個別施設計画に基づく整備を
進めていきたい。

必要に応じ、施設の修繕を実施するとともに、
令和８年度の長寿命化改修工事の基本・実施設
計に向けた協議を関係課等と進めていく。

Ｂ

１，２００席の大ホールを有する君津地域唯一
の施設であり、周辺に代替となる施設がなく、
今後も本施設を活用する必要があることから民
間活力も含めた長寿命化を目的とした大規模改
修を実施する。

予定または、急遽発生した修理を計画的に進
め、年度内に完了する。また、大規模改修にあ
たり関係者と協議を進め、長寿命化改修計画作
成準備を行う。

Ｃ

小櫃小学校
学校施設については、今後も継続して運営する
必要があるため、個別施設計画に基づく整備を
進めていきたい。

必要に応じ、施設の適切な維持管理を行いなが
ら、現在の学校規模に応じた施設整備のあり方
を検討する。

Ⅾ

周西小学校
学校施設については、今後も継続して運営する
必要があるため、個別施設計画に基づく整備を
進めていきたい。

必要に応じ、施設の適切な維持管理を行いなが
ら、現在の学校規模に応じた施設整備のあり方
を検討する。

Ⅾ

学校教育課 きみつメイト
複合化・移転まで、施設の必要最小限の補修に
より、維持･管理しながら、他施設に移転･複合
化を行う。

施設の安全点検及び必要に応じ修繕を実施する
とともに、令和９年度までの他施設への複合
化・移転に向け、関係課等と協議を行い、方向
性を決定する。

Ｂ

Ｂ

下町集会所
建設した目的と経緯を踏まえ、現在の人権事業
は公民館が継承し、施設は、地域などへの譲渡
等を検討する。

自治会との関係者会議により、具体的な譲渡方
法の検討・協議を進める。

Ｃ

生涯学習文化課

周南公民館
小糸公民館
小櫃公民館

君津市社会教育施設の再整備基本計画に基づ
き、施設の改修、更新等の再整備を進める。

令和６年度に実施した導入可能性調査の結果に
基づき、整備手法を決定する。また、「君津市
公民館等再整備基本計画」に対し地域や利用者
の理解を得られるよう合意形成を図る。

Ⅾ

旧清和公民館
旧清和公民館を解体し、原状復帰を行い、借地
を地権者に返還する。

旧清和公民館の解体工事を実施するとともに、
地権者と土地の返還に向けた協議を進める。

君津市民文化ホール

中央図書館 中央図書館

地域への読書環境の提供など身近なサービスを
展開する重要な役割を担っており、今後も長期
にわたり継続する必要があるため、総合管理計
画に基づき、長寿命化を図る。

日常点検や委託業務による法定検査等に基づく
結果をもとに、問題箇所の早期発見を行い、予
防保全に努める。

Ｃ

久留里城址資料館

機能を継続するため、耐震調査後に空調補修と
外壁改修を実施する。
また、令和５年５月の地震により損壊した天守
閣の鯱瓦・屋根瓦の補修を行う。

天守閣鯱瓦・屋根瓦補修及び耐震調査の予算化
に向け、再度関係課と協議を行う。

□ 久留里城址資料館の今後の方向性について協議 Ｃ

漁業資料館
他施設の有効活用を視野に入れ、効果的・効率
的なあり方の見直しを行う。

神門地区にある公共施設を包括的に検討してい
くため、関係課と協議を行う。

Ｃ



施設の方向性

機能の方向性
担当部 担当課 施設名 事業全体目標 令和７年度取組目標 令和７年度実施事項 事業進捗率

改修 ☑ 空調設備及び非常用発電設備の修繕

☑ 改修箇所の検討

継続
☑ 施工方法の検討

改修

継続

建替え □ 用地の検討

継続 □ 施設の方向性の決定

売却 ☑ 施設・土地の状況確認

廃止 ☑ 用地測量実施に向けた検討及び調整

建替え □ 用地の検討

継続 □ 施設の方向性の決定

消防本部 消防総務課

消防本部・本署

大規模改修を見据え、計画的に改修工事を進め
ていきたいところだが、昨今の財政状況に鑑
み、現状の対応として劣化の著しい設備から特
に修繕の必要のある箇所から改修工事を進めた
い。

大規模改修を見据えつつ、改修箇所の検討及び
施工方法を検討する。

Ｂ

消防団第１２分団機庫
施設の方向性を検討しつつ、将来的に建替えを
行いたい。

消防団組織再編の進捗状況を踏まえつつ、建替
えとなった場合に備え、用地の検討を行う。

Ｅ

消防団第１１分団機庫
施設の方向性を検討しつつ、将来的に建替えを
行いたい。

消防団組織再編の進捗状況を踏まえつつ、建替
えとなった場合に備え、用地の検討を行う。

Ｅ

消防団旧第３１分団機庫
消防団の組織再編により使用用途のなくなった
機庫を売却する。

施設・土地の状況を確認しつつ、令和８年度予
算に用地測量及び不動産鑑定の費用を計上す
る。

Ｂ

消防署松丘分署
周辺に代替となる施設がなく、今後も本施設を
活用する必要があることから中規模改修を行
う。

中規模改修に向けて改修箇所を検討する。 □ 改修箇所の検討 Ｃ


